
議 案 第 ２ ８ 号  

 

 

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 の 制 定 に つ い て  

 

 

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記

の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

国 家 公 務 員 及 び 近 隣 他 都 市 の 公 務 員 の 給 与 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し

て ， 一 般 職 の 職 員 の 給 与 の 改 定 等 を 行 う 必 要 が あ る た め 。  

 

  

議２８



一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ ３

８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ ２ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ２ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の １

２ ０ 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ２ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０  

０ 分 の １ ２ ０ 」 に ， 「 １ ０ ０ 分 の ７ ２ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ６ ７ ．

５ 」 に 改 め る 。  

（ 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和

３ １ 年 条 例 第 ３ ９ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ６ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の １ ６

２ ． ５ 」 に 改 め る 。  

（ 市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 条 例 第 ３ ８ ９ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ６ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の １ ６

２ ． ５ 」 に 改 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 令 和 ４ 年 ６ 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 ）  

２  令 和 ４ 年 ６ 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 は ， 第 １ 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 及 び 第

３ 項 （ 伊 丹 市 公 営 企 業 の 管 理 者 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ６ 年

伊 丹 市 条 例 第 ２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る 場

合 を 含 む 。 ） ， 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 議 会 の 議 員 の 議 員 報

酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 ， 第 ３ 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 （ 常 勤

議２８-２



の 監 査 委 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 条 例 第 ３ ９ ９ 号 ） 第

３ 条 の 規 定 及 び 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 条 例 第  

３ ９ ２ 号 ） 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

及 び 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ）  

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， こ れ ら の 規 定 に よ り 算 定 さ れ  

る 期 末 手 当 の 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 額 」 と い う 。 ） か ら ，  

令 和 ３ 年 １ ２ 月 に 支 給 さ れ た 期 末 手 当 の 額 に ， 同 月 １ 日 （ 同 日 前

１ 箇 月 以 内 に 退 職 し た 者 に あ っ て は ， 当 該 退 職 し た 日 ） に お け る

次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を

乗 じ て 得 た 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 調 整 額 」 と い う 。 ） を 減 じ

た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 調 整 額 が 基 準 額 以 上 と な る と き

は ， 令 和 ４ 年 ６ 月 の 期 末 手 当 は 支 給 し な い 。  

⑴  再 任 用 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） 第

２ ８ 条 の ４ 第 １ 項 ， 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １

項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 次 号 に

お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 職 員  １ ２ ７ ． ５ 分 の １ ５  

⑵  再 任 用 職 員  ７ ２ ． ５ 分 の １ ０  

⑶  議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 第 ４ 条 の

適 用 を 受 け る 者  １ ６ ７ ． ５ 分 の １ ０  

 ⑷  市 長 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 適 用 を 受 け る 者  １ ６ ７ ．

５ 分 の １ ０  

 （ 委 任 ）  

３  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 。  

議２８-３*




